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(57)【要約】
　流体の脱塩のための方法と装置が定義されている。本
発明は、供給流よりも高濃度の溶質の排出流を得るため
に溶質担持電極から放出させることを含む。放出は、流
れを過飽和させ、その流れを沈殿又は結晶化させ、固体
を回収することを含んでいてもよい。液体流は２回以上
電極を横切って循環させ得る。装置は透析、ナノ濾過又
はＲＯ装置を含んでいてもよい。コントローラが放出の
ための信号を送る。
【選択図】　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
溶質担持電極から排出液体流中に溶質を放出させることを含む方法であって、排出液体流
が、該溶質担持電極が溶質を獲得した元の供給流よりも相対的に高い濃度の溶質を有する
、方法。
【請求項２】
前記電極がスーパーキャパシタ電極であり、さらに、溶質を供給流から電極上に吸収させ
て溶質担持電極及び出力流を形成することを含んでおり、出力流が供給流よりも相対的に
低い溶質濃度を有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
電極が第２の脱塩装置内に配置されていて、供給流を第１の脱塩装置から第２の脱塩装置
へ流すことをさらに含んでいるか、或いは電極が第２の脱塩装置内に配置されていて、出
力流を第２の脱塩装置から第１の脱塩装置へ流すことをさらに含む、請求項２記載の方法
。
【請求項４】
第１の脱塩装置が膜を含んでいて、液体流を膜に通して流して供給流を形成するか又は出
力流を第２の脱塩装置から膜に通して流して出力流を濾過することを含む、請求項３記載
の方法。
【請求項５】
第１の脱塩装置が透析装置又は逆浸透装置を含む、請求項３記載の方法。
【請求項６】
前記透析装置が電気透析脱塩又は電気透析逆脱塩装置である、請求項５記載の方法。
【請求項７】
さらに、第１の脱塩装置で濃縮流及び希釈流を生成することを含み、濃縮流が希釈流より
も高濃度の溶質を有し、第１の脱塩装置から流出する濃縮流が第２の脱塩装置に対する供
給流である、請求項３記載の方法。
【請求項８】
濃縮流の容積が排出液体流の容積の約８０％超である、請求項７記載の方法。
【請求項９】
第１の脱塩装置の希釈流及び第２の脱塩装置の出力流の合計容積が第１の脱塩装置中への
液体の総流入量の容積の約９７．５％超である、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
さらに、電極を含有するハウジングを出る前に流れが電極を２回以上流れるように排出液
体流を循環させることを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
さらに、第１の作動モードで電極にエネルギーを貯蔵し、第２の作動モードで電極からエ
ネルギーを回収することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
前記電極が正に荷電した電極であり、溶質が負に荷電している、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
前記放出が、排出液体流を過飽和させることを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
さらに、排出液体流の水分量を低減することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
前記低減が、排出液体流から固体、半固体又はスラリー材料を形成して溶質を分離すると
共に、排出液体流よりも溶質濃度の低い回収水流を形成することを含む、請求項１４記載
の方法。
【請求項１６】
さらに、固体、半固体又はスラリー材料をプレスすることを含む、請求項１５記載の方法
。
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【請求項１７】
前記低減が、排出液体流を蒸発させて、排出液体流よりも溶質濃度の低い回収水流から溶
質を分離することを含む、請求項１４記載の方法。
【請求項１８】
前記低減が、排出液体流を沈殿又は結晶化させて、排出液体流よりも溶質濃度の低い回収
水流から溶質を分離することを含む、請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
第１のサブシステム、及び
　第１のサブシステムと流体連通している第２のサブシステム
を備える脱塩システムであって、第２のサブシステムが溶質を溶質担持電極から排出液体
流中に放出させる手段を含んでおり、排出液体流が、溶質担持電極が溶質を獲得した元の
溶質担持供給流よりも相対的に高い濃度の溶質を有する、前記脱塩システム。
【請求項２０】
第１のサブシステムが供給流体を受け入れて第１及び第２の流出流体流を生成し、第１の
流出流体流が供給流体の溶質濃度よりも相対的に低い溶質濃度を有し、第２の流出流体流
が供給流体の溶質濃度よりも相対的に高い溶質濃度を有する、請求項１９記載の脱塩シス
テム。
【請求項２１】
第１のサブシステムが逆浸透システム、電気透析脱塩システム、電気透析逆脱塩システム
又はナノ濾過脱塩システムを含む、請求項１９記載の脱塩システム。
【請求項２２】
第２のサブシステムが充電作動モードと放電作動モードとを有しており、第２のサブシス
テムが、
スーパーキャパシタ脱塩ユニットが第２の放電作動モードにあるときに排出流をスーパー
キャパシタ脱塩ユニットに供給する再生源、及び
スーパーキャパシタ脱塩ユニットが第１の充電作動モードにあるときに第１のサブシステ
ムから第２の流出流体流を受け入れるスーパーキャパシタ脱塩ユニット
を含む、請求項１９記載の脱塩システム。
【請求項２３】
前記再生源が、スーパーキャパシタ脱塩ユニットが第２の放電作動モードにあるときにス
ーパーキャパシタ脱塩ユニットから排出流を受け入れる、請求項２２記載の脱塩システム
。
【請求項２４】
前記スーパーキャパシタ脱塩ユニットが、スーパーキャパシタ脱塩ユニットが充電作動モ
ードにあるときに出力流を生成し、出力流が第２の流出流体流よりも相対的に低い濃度の
溶質を有する、請求項２３記載の脱塩システム。
【請求項２５】
第１のサブシステムがスーパーキャパシタ脱塩ユニットからの出力流の少なくとも一部分
を受け入れて流体ループを画成し、受け取られる出力流部分が第１のサブシステムに対す
る供給流体の少なくとも一部分である、請求項２２記載の脱塩システム。
【請求項２６】
第１のサブシステムが水処理プラント内に配置されており、第２のサブシステムが水処理
プラントの外に配置されている、請求項２２記載の脱塩システム。
【請求項２７】
第１のサブシステム、
　第１のサブシステムと流体連通している第２のサブシステム、及び
　第２のサブシステムと接続したコントローラ
を備える処理システムであって、コントローラからの信号に応答して、第２のサブシステ
ムが溶質を溶質担持電極から排出液体流へ放出させ、排出液体流が、溶質担持電極が溶質
を獲得した元の溶質担持供給流よりも相対的に高い濃度の溶質を有する、処理システム。
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【請求項２８】
第１のサブシステムが供給液体を受け入れて、供給液体よりも溶質含有量の低い第１の流
れと供給液体よりも溶質含有量の高い第２の流れとを生成し、第２の流れが溶質担持供給
流として第２のサブシステムに流れる、請求項２７記載のシステム。
【請求項２９】
充電作動モード及び放電作動モードで作動可能なスーパーキャパシタ脱塩ユニット、
　スーパーキャパシタ脱塩ユニットが充電作動モードにあるときにスーパーキャパシタ脱
塩ユニットに供給流を供給するように構成された供給源、並びに
　スーパーキャパシタ脱塩ユニットが放電作動モードにあるときにスーパーキャパシタ脱
塩ユニットに飽和供給流又は過飽和供給流を供給するように構成された再生源
を含む、脱塩システム。
【請求項３０】
前記再生源がスーパーキャパシタ脱塩ユニットからの排出流を受け入れるように構成され
ている、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項３１】
前記再生源が飽和液体を含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項３２】
前記再生源が過飽和液体を含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項３３】
前記再生源が細長く、第１の端部及び第２の端部を有しており、再生源の第１の端部が飽
和又は過飽和液体を保持するための清澄化ゾーンを画成しており、再生槽の第２の端部が
結晶化粒子を保持するための結晶化ゾーンを画成している、請求項２９記載の脱塩システ
ム。
【請求項３４】
前記再生源が第１の材料及び異なる第２の材料を含んでおり、第１の材料が第１の端部に
配置されており、第２の材料が第２の端部に配置されている、請求項３３記載の脱塩シス
テム。
【請求項３５】
第１の材料が有機物材料を含み、第２の材料が無機材料を含む、請求項３４記載の脱塩シ
ステム。
【請求項３６】
前記供給源及び再生源によりスーパーキャパシタ脱塩ユニットに供給された液体の２０％
未満が液体廃棄物となる、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項３７】
前記供給源及び再生源によりスーパーキャパシタ脱塩ユニットに供給された液体の１０％
未満が液体廃棄物となる、請求項３６記載の脱塩システム。
【請求項３８】
さらに、コントローラを含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項３９】
前記コントローラが、ＳＣＤユニットからの流出を変える一定の時間間隔前に逐次段階的
又は連続的な流れのシフトがＳＣＤユニットへの液体の流れを切り替えるように、脱塩シ
ステムを制御するように作動可能である、請求項３８記載の脱塩システム。
【請求項４０】
前記コントローラが、脱塩システムの作動モードを放電作動モードから充電作動モードへ
、及び充電作動モードから放電作動モードへ切り替えるように作動可能である、請求項３
８記載の脱塩システム。
【請求項４１】
さらに、充電作動モードと放電作動モードとの間にスーパーキャパシタ脱塩ユニットを通
してポンプで空気を送るように構成されている、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項４２】
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さらに、スーパーキャパシタ脱塩ユニットからの排出液体を結晶化するように作動可能な
晶析装置を含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項４３】
前記晶析装置が乾燥機を含む、請求項４２記載の脱塩システム。
【請求項４４】
前記再生源が砂を含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項４５】
さらに、システム内の液体廃棄物を蒸発させるように作動可能な蒸発器を含む、請求項２
９記載の脱塩システム。
【請求項４６】
前記スーパーキャパシタ脱塩ユニットがスーパーキャパシタ脱塩セルのスタックを含む、
請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項４７】
前記スーパーキャパシタ脱塩ユニットが、
　第１の導電性材料を含む第１の電極、第１の電極はセルの充電作動モードにおいてイオ
ンを吸着し、セルの放電作動モードにおいてイオンを脱着することができ、
　第２の導電性材料を含む第２の電極、第２の電極はセルの充電作動モードにおいてイオ
ンを吸着することができ、セルの放電作動モードにおいてイオンを脱着することができ、
　第１及び第２の電極の間に配置されたスペーサ、スペーサは第１の電極を第２の電極か
ら電気的に絶縁し、
　第１の電極に連結された第１の集電器、並びに
　第２の電極に連結された第２の集電器
を含む、請求項２９記載の脱塩システム。
【請求項４８】
第１の電極及び第２の電極の少なくとも１つが約４００ｍ２／ｇ超の容積当たりの表面積
を有する、請求項４７記載の脱塩システム。
【請求項４９】
スーパーキャパシタ脱塩ユニット、
　システムが第１の作動モードにあるときにスーパーキャパシタ脱塩ユニットを通して液
体を案内するように構成された第１のフィードバックループを含む第１の液体流路、及び
　システムが第２の作動モードにあるときにスーパーキャパシタ脱塩ユニットを通して液
体を案内するように構成された第２のフィードバックループを含む第２の液体流路
を含む脱塩システム。
【請求項５０】
第１の作動モードがスーパーキャパシタ脱塩ユニットの充電作動モードからなり、第２の
作動モードがスーパーキャパシタ脱塩ユニットの放電作動モードを含む、請求項４９記載
の脱塩システム。
【請求項５１】
第１の液体流路が、第１の作動モード中スーパーキャパシタ脱塩ユニットに供給流を供給
するように構成された希釈槽を含む、請求項４９記載の脱塩システム。
【請求項５２】
前記スーパーキャパシタ脱塩ユニットが、第１の作動モード中供給流がスーパーキャパシ
タ脱塩ユニットを通過するとき希釈槽からの供給流を脱塩するように構成されている、請
求項５１記載の脱塩システム。
【請求項５３】
第２の液体流路が、第２の作動モード中飽和又は過飽和供給流をスーパーキャパシタ脱塩
ユニットに供給し、スーパーキャパシタ脱塩ユニットからの排出流を受け入れるように構
成された再生槽を含む、請求項４９記載の脱塩システム。
【請求項５４】
前記スーパーキャパシタ脱塩ユニットが、第２の作動モード中飽和又は過飽和供給流がス
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ーパーキャパシタ脱塩ユニットを通過するとき再生槽からの飽和又は過飽和供給流を塩化
するように構成されている、請求項５３記載の脱塩システム。
【請求項５５】
第１の期間の時間充電作動モード中第１の源からの第１の液体流をスーパーキャパシタ脱
塩ユニットに通して供給し、
　第２の期間の時間放電作動モード中第２の源からの第２の液体流をスーパーキャパシタ
脱塩ユニットに通して供給する
ことを含む液体処理方法。
【請求項５６】
第１の液体流を供給することが、第１の液体流がスーパーキャパシタ脱塩ユニットを通過
するときにその第１の液体流を脱塩することを含む、請求項５５記載の液体処理方法。
【請求項５７】
第２の液体流を供給することが、第２の液体流がスーパーキャパシタ脱塩ユニットを通過
するときにその第２の液体流を塩化することを含む、請求項５５記載の液体処理方法。
【請求項５８】
第１の期間の時間が第２の期間の時間より長い、請求項５５記載の液体処理方法。
【請求項５９】
第２の液体流を第２の源から供給することが、飽和又は過飽和液体を再生槽からスーパー
キャパシタ脱塩ユニットに通して供給することを含む、請求項５５記載の液体処理方法。
【請求項６０】
第２の液体流を供給することが、スーパーキャパシタ脱塩ユニット及び再生槽を含むフィ
ードバックループで有限量の液体を再生槽から供給することを含む、請求項５５記載の液
体処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液体の脱塩の分野に関する。本発明の実施形態は脱塩装置及びそ
の脱塩装置を使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地表の水の１％未満しか、家庭又は産業用途に直接消費するのに適していない。天然の
飲料水源が限られていることから、一般に脱塩といわれる海水又は汽水の脱イオン化は淡
水製造手段の一つである。現在のところ水源の脱イオン化又は脱塩に使用されている幾つ
かの脱塩技術がある。
【０００３】
　容量性脱イオン化は低電圧（約１ボルト）及び低い圧力（１５ｐｓｉ）で進行する静電
プロセスである。汽水をポンプで大きな表面積の電極アセンブリに供給すると、水中に溶
解している塩、金属及びある種の有機物のようなイオンは反対に荷電した電極に引き寄せ
られる。これにより、イオンが電極で濃縮され、水中のイオンの濃度が低減する。電極容
量が消尽したときには、水流を止めてキャパシタを放電させなければならず、この際イオ
ンが退けられて今は濃縮されている溶液中に戻る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１３４８６７０号明細書
【特許文献２】米国特許第５７７９８９１号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／１０３６３４号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００４／１３０８５１号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／１５４４６９号明細書
【特許文献６】米国特許第６３０９５３２号明細書
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【特許文献７】国際公開第２００７／０７０５９４号パンフレット
【特許文献７】国際公開第２００７／０８７２７４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在利用可能な装置又はシステムとは異なる脱塩の装置又はシステムを有することが望
ましいであろう。また、現在利用可能な方法とは異なる脱塩のための装置又はシステムを
作成又は使用する方法があることが望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に従って、溶質を溶質担持電極から排出液体流中に放出させることを含む方法
が提供され、排出液体流は溶質担持電極がその溶質を獲得した元の供給流より相対的に高
い濃度の溶質を有する。
【０００７】
　一実施形態では、第１のサブシステム、及び第１のサブシステムと流体連通している第
２のサブシステムを含む脱塩システムが提供される。第２のサブシステムは、溶質を溶質
担持電極から排出液体流中に放出させる手段を含んでおり、排出液体流は溶質担持電極が
その溶質を獲得した元の溶質担持供給流より相対的に高い濃度の溶質を有する。
【０００８】
　ある態様では、第１のサブシステムを有する脱塩システムは供給流体を受け入れ、第１
及び第２の流出流体流を生成する。第１の流出流体流は、供給流体の溶質濃度より相対的
に低い溶質濃度を有する。第２の流出流体流は、供給流体の溶質濃度より相対的に高い溶
質濃度を有する。
【０００９】
　一実施形態では、第１のサブシステム、この第１のサブシステムと流体連通している第
２のサブシステム、及び第２のサブシステムと接続したコントローラを含む処理システム
が提供される。コントローラからの信号に応答して、第２のサブシステムは溶質を溶質担
持電極から排出液体流中に放出させる。排出液体流は、溶質担持電極がその溶質を獲得し
た元の溶質担持供給流より相対的に高い濃度の溶質を有する。
【００１０】
　ある態様では、第１のサブシステムは、供給液体を受け入れ、第１の流れと第２の流れ
を産出する。供給液体と比べて、第１の流れはより低い溶質含有量を有し、第２の流れは
より高い溶質含有量を有する。この第２の流れは溶質担持供給流として第２のサブシステ
ムに流入する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　図面を通して類似の数字は実質的に同じ部分を表す。
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る装置の概念図である。
【図２】図２は、図１のスタックの一部分の分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係る別の装置の概念図である。
【図４】図４は、本発明の幾つかの実施形態に係る充電状態の作動中のスーパーキャパシ
タ脱塩セルの透視図である。
【図５】図５は、本発明の幾つかの実施形態に係る放電状態の作動中のスーパーキャパシ
タ脱塩セルの透視図である。
【図６】図６は、本発明の幾つかの実施形態に係る脱塩システムのブロック図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に従った試験設定のブロック図である。
【図８】図８は、図７における試験設定の第１の代表的な実験で得られた試験結果のグラ
フ表示である。
【図９】図９は、図７における試験設定の第１の代表的な実験で得られた試験結果のグラ
フ表示である。
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【図１０】図１０は、図７における試験設定の第１の代表的な実験で得られた試験結果の
グラフ表示である。
【図１１】図１１は、図７における試験設定の第２の代表的な実験で得られた試験結果の
グラフ表示である。
【図１２】図１２は、図７における試験設定の第２の代表的な実験で得られた試験結果の
グラフ表示である。
【図１３】図１３は、廃水の管理のための脱塩システムのブロック図である。
【図１４】図１４は、廃水の管理のための脱塩システムの別の実施形態のブロック図であ
る。
【図１５】図１５は、廃水の管理のための脱塩システムの別の実施形態のブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態は液体の脱塩の分野に関する。本発明の実施形態は脱塩装置を使用す
る方法に関する。
【００１３】
　本発明の実施形態に係るスーパーキャパシタ脱塩（ＳＣＤ）セルは、海水の脱塩又はそ
の他の汽水の脱イオン化に使用して、塩の量を家庭及び産業用途に許容できるレベルまで
低減することができる。かかるＳＣＤセルは、他の荷電した又はイオン性の不純物を液体
から除去するか又はそのような不純物を低減することができる。
【００１４】
　概略の言葉は、本明細書及び特許請求の範囲を通じて使用する場合、関連する基本的な
機能に変化を生じることなく許容可能な範囲で変化することができる量的表示を修飾する
のに適用され得る。従って、「約」のような用語により修飾された値は、特定された正確
な値に限定されることはない。幾つかの例では、概略の言葉はその値を測定する機器の精
度に対応し得る。
【００１５】
　スーパーキャパシタは、一般のキャパシタと比較したときに相対的に高いエネルギー密
度を有する電気化学キャパシタである。本明細書で使用する場合、スーパーキャパシタは
ウルトラキャパシタのような他の高性能キャパシタを包含する。キャパシタは、一対の近
接して配置された導体（「プレート」という）間の電場にエネルギーを貯蔵することがで
きる電気装置である。キャパシタに電圧を印加すると、等しい大きさだが反対の極性の電
荷が各々のプレート上に蓄積する。飽和水とは、所与の温度において１種以上の溶質又は
塩で飽和した水をいう。本明細書で使用する場合、過飽和水とは、所与の温度において、
１種以上の溶質又は塩をその溶質又は塩の溶解限度を超える量で含有する水をいう。スケ
ーリングとは、他の場合には溶解している塩又は溶質が塩又は溶質担持液体と接触してい
る側壁上に濃縮又は析出して蓄積することをいう。
【００１６】
　図１は、コントローラ（図示せず）を有しており、脱塩容器１２を使用する代表的なス
ーパーキャパシタ脱塩装置１０の概略図である。脱塩容器は容積を画成する内面を有して
いる。脱塩容器はこの容積内にスーパーキャパシタ脱塩スタック１４を収容している。脱
塩スタックは複数のスーパーキャパシタ脱塩セル１６を含んでいる。複数のセル１６の各
々は一対の電極、絶縁スペーサ及び一対の集電器を含んでいる。さらに、脱塩容器は、供
給液体が脱塩容器に入る際に通る少なくとも１つの入口１８、及びスーパーキャパシタ脱
塩セルと液体が脱塩容器を出て行く際に通る出口２０を含んでいる。液体は外力を用いて
脱塩容器内に案内され得る。適切な外力としては、重力、吸引及びポンプが挙げられる。
【００１７】
　出口を通って脱塩容器から出る液体の塩分は、入口を通って脱塩容器に入る供給液体の
塩分とは異なる。塩分の差は、セルが充電作動モード（供給液体流から塩又はその他の不
純物を除去する）にあるか、又は放電作動モード（塩又はその他の不純物を供給液体流に
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加える）にあるかに応じて高くなったり低くなったりすることができる。所定の基準に応
答して作動のモードを充電モードから放電モードに可逆的に切り替えることができるよう
に、コントローラを適当なバルブ、センサー、スイッチなどに繋いで制御することができ
る。かかる基準としては、経過時間、飽和度、導電率、抵抗などが挙げられる。
【００１８】
　充電相の間、供給液体を１又は２回以上スタックに通してもよい。すなわち、コントロ
ーラと連通して適当に配置されたセンサーで測定して荷電種が所定のレベルになるまで液
体を脱イオン化するのに２回以上の繰返しが必要になることがある。幾つかの実施形態で
は、複数のかかるセルを脱塩容器内に配置して、１つのセルの産物を他のセルに対する供
給液体として処理できるようにすることができる。このようにして、出口を通って出て行
く前に液体を数回脱イオン化セルに通すことが可能である。
【００１９】
　脱塩容器は適切な脱塩容器材料で作成すればよい。適切な脱塩容器材料としては、金属
又はプラスチックから選択される１種以上の材料が挙げられる。適切な金属としては、貴
金属及びステンレス鋼のような鉄基合金がある。適切なプラスチックとしては、アクリル
、ウレタン、エポキシなどの熱硬化性材料、並びにポリカーボネート、ポリ塩化ビニル（
ＰＶＣ）及びポリオレフィンのような熱可塑性材料が挙げられる。適切なポリオレフィン
としては、ポリエチレン又はポリプロピレンが挙げられる。明らかであろうが、脱塩容器
の材料の選択は、その脱塩容器の材料が、脱イオン化又は脱塩しようとする液体の不純物
の一因となることがないようにする。脱塩容器は円筒状の形状であってもよい。さらに、
脱塩容器は、図１に示されているように入口と出口で収束するような形状であってもよい
。その他の形状及び大きさを脱塩容器に使用してもよい。
【００２０】
　図２を参照すると、図１のスタック１４のようなスーパーキャパシタ脱塩スタックに使
用される様々な要素の配置が示されている。図示した実施形態では、スーパーキャパシタ
脱塩スタックは複数のスーパーキャパシタ脱塩セルと複数の集電器を含んでいる。
【００２１】
　スーパーキャパシタ脱塩セルは少なくとも一対の電極を含んでいる。各々の電極対は第
１の電極、第２の電極及びそれらの間に配置された電気絶縁性スペーサを含んでいる。幾
つかの実施形態では、スタックの充電作動モードで、第１及び第２の電極は脱イオン化し
ようとする液体からイオンを吸着することができる。この充電作動モードで、第１及び第
２の電極の表面は各々電荷又は分極した電位を蓄積することができる。第１の電極の電位
は第２の電極の電位と異なることができる。その後、液体がこれらの電極を通って流れる
と、電極上に蓄積された電荷は反対に荷電したイオンを液体から引き寄せ、するとこれら
の荷電したイオンが電極の表面上に吸着される。吸着された荷電したイオンで電極表面が
飽和した後、スタックの作動モードを充電作動モードから放電作動モードに切り替えるこ
とができる。
【００２２】
　荷電したイオンは、セルを放電させることにより、電極の表面から除去又は脱着するこ
とができる。放電作動モードにおいて、吸着されたイオンは第１及び第２の電極の表面か
ら離れ、放電作動モード中セルを通って流れる液体と一緒になることができる。幾つかの
実施形態では、セルの放電作動モード中、電極の極性を逆転させてもよい。他の実施形態
では、セルの放電作動モード中、第１及び第２の電極の極性が互いに同じであってもよい
。このセルの充電及び放電については、図４と５を参照してより詳細に説明し例証する。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、第１の電極は各々が第１の導電性材料を含んでいてもよく、第
２の電極は各々が異なる第２の導電性材料を含んでいてもよい。本明細書で使用する場合
、導電性材料という用語は、熱伝導率に関係なく導電性である材料をいう。これらの実施
形態では、第１の導電性材料と第２の導電性材料は導電性材料、例えば導電性ポリマー複
合材を含んでいてもよい。幾つかの実施形態では、第１の導電性材料と第２の導電性材料
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は小さめの大きさと大きい表面積をもつ粒子を有し得る。大きい表面積のため、かかる導
電性材料は、セルが高い吸着容量、高いエネルギー密度及び高いキャパシタンス（電気容
量）を有し得る。スタックのキャパシタンスは約１０Ｆ／ｇ超とすることができる。一実
施形態では、スタックキャパシタンスは約１０～約５０Ｆ／ｇ、約５０～約７５Ｆ／ｇ、
約７５～約１００Ｆ／ｇ、約１００～約１５０Ｆ／ｇ、約１５０～約２５０Ｆ／ｇ、約２
５０～約４００Ｆ／ｇ、約４００～約５００Ｆ／ｇ、約５００～約７５０Ｆ／ｇ、約７５
０～約８００Ｆ／ｇ、又は約８０Ｆ／ｇ超の範囲である。
【００２４】
　適切な第１の導電性材料と第２の導電性材料は、平均粒径約５００μｍ未満の粒子とし
て形成することができる。さらに、これらの粒子は約１の単モードの粒子分布で存在し得
る。他の実施形態では、粒径分布はバイモーダル分布のようなマルチモーダル分布である
。マルチモーダル粒径分布を使用すると、粒子床全体での充填(packing)、そして究極的
には流量及び表面積の制御が可能になる。当然であるが、第１の導電性材料と第２の導電
性材料は表面積、構成、多孔性及び組成の点で互いに異なっていてもよい。代表的な実施
形態では、第１の導電性材料と第２の導電性材料の粒径は約５～約１０μｍ、約１０～約
３０μｍ、約３０～約６０μｍ、又は約６０～約１００μｍの範囲である。
【００２５】
　さらに、第１の導電性材料と第２の導電性材料は高い気孔率を有し得る。一実施形態で
は、第１及び／又は第２の材料の気孔率は理論密度の約１０～約９５％の範囲である。各
々の電極は比較的高いＢｒｕｎａｕｅｒ－Ｅｍｍｅｔ－Ｔｅｌｌｅｒ（ＢＥＴ）表面積を
有し得る。比較的高いＢＥＴ表面積は約２．０～約５．５×１０６ｆｔｚ　ｌｂ－ｌ又は
約４００～１１００ｍ２ｇ－１の範囲である。一実施形態では、電極の表面積は約１．３
×１０７ｆｔｚ　ｌｂ－１又は約２６００ｍ２ｇ－１以下の範囲である。各々の電極は比
較的低い電気抵抗（例えば、＜４０ｍＳ２ｃｍ）を有し得る。一実施形態では、追加の材
料を第１及び第２の電極の表面に付着させてもよく、かかる追加の材料としては触媒、防
汚剤、表面エネルギー改変剤などがある。
【００２６】
　さらに、第１の導電性材料及び第２の導電性材料は有機又は無機材料を含んでいてもよ
く、例えば、これらの導電性材料はポリマーを含んでいてもよく、又は導電性の無機複合
材を含んでいてもよい。別の代表的な実施形態では、無機導電性材料としては炭素、金属
又は金属酸化物が挙げられる。さらに、第１及び第２の電極は互いに同じ材料から形成さ
れてもよいし、又は同じ材料を含有していても若しくは含んでいてもよい。或いはまた、
第１及び第２の導電性電極は互いに異なる材料を用いてもよいし、又は同じ材料の配置若
しくは量が異なっていてもよい。さらに加えて、幾つかの実施形態では、第１の導電性材
料及び第２の導電性材料は可逆的にドープしてもよい。これらの実施形態では、第１及び
第２の材料は同じであってもなくてもよい。代表的な実施形態では、ドーパントとしては
陰イオン又は陽イオンが挙げられる。陽イオンの非限定例としてはＬｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋

、ＮＨ４
＋、Ｍｇ２＋、Ｃａ２＋、Ｚｎ２＋、Ｆｅ２＋、Ａｌ３＋、又はこれらの組合せ

が挙げられる。適切な陰イオンの非限定例としてはＣｌ－、ＮＯ３
－、ＳＯ４

２－及びＰ
Ｏ４

３－が挙げられる。
【００２７】
　適切な導電性ポリマーとしては、ポリピロール、ポリチオフェン、又はポリアニリンの
１種以上が挙げられ得る。幾つかの実施形態では、導電性ポリマーとしてはポリピロール
、ポリチオフェン、又はポリアニリンのスルホン基、塩化物、フッ化物、アルキル、又は
フェニル誘導体が挙げられる。一実施形態では、導電性材料としては、炭素、又は炭素系
材料が挙げられる。適切な炭素系材料としては、活性炭粒子、多孔質炭素粒子、炭素繊維
、カーボンナノチューブ及び炭素エーロゲルが挙げられる。第１の導電性複合材及び第２
の導電性複合材に使用するのに適した材料としてはチタン、ジルコニウム、バナジウム、
タンタル、タングステン及びニオブの炭化物が挙げられる。第１の導電性複合材及び第２
の導電性複合材に使用するのに適したその他の材料としては、マンガン及び鉄の酸化物が
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挙げられる。代表的な実施形態では、導電性材料としては、ナノスケールの粒径を有する
粉末が挙げられる。適切なナノスケール粉末として、フェライト系材料が挙げられる。
【００２８】
　さらに、導電性充填材も導電性材料と共に使用できる。また、適切な接着剤、硬化剤、
又は触媒も導電性材料と共に使用してもよい。充填材又は添加剤は、導電性材料の最小幅
、粘度、硬化プロファイル、接着性、電気的性質、化学的耐性（例えば、耐湿性、耐溶剤
性）、ガラス転移、熱伝導率、加熱撓み温度などの１以上の属性に影響を及ぼし得る。
【００２９】
　充填材は約５００μｍ未満の平均粒径を有し得る。一実施形態では、充填材は約１～約
５ｎｍ、約５～約１０ｎｍ、約１０～約５０ｎｍ、約５０～約１００ｎｍ、約１００～約
１０００ｎｍ、約１～約５０μｍ、約５０～約１００μｍ、約１００～約２５０μｍ、約
２５０～約５００μｍの範囲、又は約５００ｎｍ超の平均粒径を有し得る。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、充填材粒子は、特定用途向けの基準に基づいて選択され得る形
状と大きさを有し得る。適切な形状としては、球状粒子、半球状粒子、棒、繊維、幾何学
的形状などの１以上が挙げられる。これらの粒子は中空若しくは中実でもよいし、又は多
孔質であってもよい。棒及び繊維のような長い粒子は幅と異なる長さを有することができ
る。
【００３１】
　導電性ポリマーを導電性材料として使用する実施形態では、可逆誘導電流機構又はポリ
マーの電子移動機構に起因してセルのキャパシタンスを高めることができる。代表的な実
施形態では、セルのキャパシタンスは約３～約５倍増大し得る。かかるキャパシタンス値
は、活性炭素材料を使用するセルのようなセルのキャパシタンス値より高い。幾つかの実
施形態では、導電性ポリマー複合材を使用するセルのキャパシタンスは、約１００～約８
００Ｆ／ｇの範囲である。この高いキャパシタンス値のため、第１の電極と第２の電極は
各々が高い作動圧力又は電気化学反応を必要とすることなく相当な量のイオンをそれぞれ
の表面上に吸着することにより、他の脱塩技術を使用するシステムと比較してエネルギー
消費を相対的に低くすることができる。
【００３２】
　導電性ポリマーの高い表面積は比較的多い量のイオンの付着を助長し得、その結果同様
な効率をもつ装置が比較的に小さめのフットプリント又はサイズとなり得る。本明細書で
使用する場合、「フットプリント」とは、所与のスタック内に使用されるスーパーキャパ
シタ脱塩セルの数、又は、所定の生産性を達成するために設計中に使用されるスーパーキ
ャパシタ脱塩スタックの数をいう。幾つかの実施形態では、２００のスタックを有するス
ーパーキャパシタ脱塩装置のフットプリントは１スーパーキャパシタ脱塩セルを超えるこ
とがある。一実施形態では、２００のスタックを有するスーパーキャパシタ脱塩装置のフ
ットプリントは１０００スーパーキャパシタ脱塩セル未満である。一実施形態では、フッ
トプリントは約１～約１０スーパーキャパシタ脱塩セル、約１０～約１００スーパーキャ
パシタ脱塩セル、又は約１００～約５００スーパーキャパシタ脱塩セルの範囲でよい。
【００３３】
　図示した実施形態では第１及び第２の電極は互いに平行に配置されて積み重ねた構造を
形成したプレートの形状をしているが、他の実施形態では第１及び第２の電極は異なる形
状を有していてもよい。かかる他の形状としては、襞付き及び入れ子式の椀型構成が挙げ
られる。一実施形態では、第１及び第２の電極は互いに対してロール型に同心円状に配置
されてもよい。
【００３４】
　適切な電気絶縁性スペーサとしては電気絶縁性のポリマーが挙げられる。適切な電気絶
縁性のポリマーとしてはオレフィン系材料が挙げられる。適切なオレフィン系材料として
はポリエチレン及びポリプロピレンを挙げることができ、これらはハロゲン化されている
ことができる。他の適切な電気絶縁性ポリマーとしては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ
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テトラフルオロエチレン、ポリスルホン、ポリアリーレンエーテル及びナイロンが挙げら
れる。さらに、絶縁スペーサは約０．０００００１０～約１ｃｍの範囲の厚さを有してい
ることができる。一実施形態では、この厚さは約０．０００００１０～約０．０００１０
ｃｍ、約０．０００１０～約０．０１０ｃｍ、約０．００１０～約０．１ｃｍ、又は約０
．１０～約１ｃｍの範囲である。電気絶縁性スペーサは膜、メッシュ、マット、シート、
フィルム、又は織り物の形態である。流体連通を可能にするために、電気絶縁性スペーサ
は多孔質、孔あきであってもよいし、又は１つの表面からもう一つの表面まで延びる流体
チャンネルを有していてもよい。これらの流体チャンネル、孔及び穴は５ｍｍ未満の平均
直径を有することができ、また貫通して流れる液体の攪乱を増大するように構成すること
ができる。一実施形態では、平均直径は約５～約４ｍｍ、約４～約３ｍｍ、約３～約２ｍ
ｍ、約２～約１ｍｍ、約１～約０．５ｍｍ、又は約０．５ｍｍ未満の範囲である。かかる
増大した攪乱は近接の電極の性能に対して正の影響を及ぼし得る。一実施形態では、同一
平面上にないオーバーラップする糸を有するメッシュを使用する。これらの面外糸は貫通
して流れる液体の攪乱を増大し得る。
【００３５】
　さらに、図示されているように、各々のセルは、第１及び第２の電極に連結された集電
器３０を含んでいてもよい。集電器は電子を伝導する。集電器材料と作動パラメーターの
選択はセルの消費電力と寿命に影響を及ぼし得る。例えば、電極の１つの対応する集電器
との間の高い接触抵抗は高い消費電力をもたらし得る。幾つかの実施形態では、セルの第
１及び第２の電極の導電性材料は対応する集電器上に付着させ得る。かかる実施形態では
、電極の導電性材料は１以上の付着技術により集電器表面上に付着させることができる。
適切な付着技術としては、スパッタリング、溶射、スピンコート、印刷、浸漬、その他の
塗装が挙げられる。
【００３６】
　適切な集電器はフォイル又はメッシュとして形成することができる。集電器は導電性材
料を含んでいてもよい。適切な導電性材料としては、アルミニウム、銅、ニッケル、チタ
ン、白金及びパラジウムの１種以上が挙げられる。他の適切な導電性材料としては、イリ
ジウム若しくはロジウムの一方若しくは両方、又はイリジウム合金若しくはロジウム合金
がある。一実施形態では、集電器はチタンメッシュであってもよい。一実施形態では、集
電器はコア金属と、その表面上に配置された別の金属とを有していてもよい。別の実施形
態では、集電器は炭素紙／フェルト又は導電性炭素複合材を含む。
【００３７】
　スタックはさらに、構造に機械的安定性を与える支持プレート３２を含んでいてもよい
。適切な支持プレートは金属又はプラスチックから選択される１種以上の材料を含んでい
てもよい。適切な金属としては、貴金属及びステンレス鋼のような鉄基合金がある。適切
なプラスチックとしては、アクリル、ウレタン、エポキシなどの熱硬化性材料、並びにポ
リカーボネート、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）及びポリオレフィンのような熱可塑性材料が
挙げられる。適切なポリオレフィンとしてはポリエチレン又はポリプロピレンが挙げられ
る。
【００３８】
　支持プレートはスタックとの電気接点として機能して、スタックと電源又はエネルギー
回収変換器との間の電気的流通を提供し得る。例示した実施形態では、支持プレート、電
極及び集電器は、液体の流れを導き、電極対間の流体流路を画成する孔又は穴２１を画成
し得る。図に示されているように、液体は参照番号２２を付した方向を示す矢印によって
示される方向からセル内部に導かれる。セルに入った後、液体は、参照番号２３を付した
方向を示す矢印によって示される流体流路によって示されるように、対応する電極の表面
に接触し、そこに沿って流れるように導かれる。液体は、その液体が対応する電極の表面
の最大部分を通って横断するように流れることができる。滞留時間、すなわち液体と電極
表面との接触時間が長いと、液体から電極表面への荷電種又はイオンのより多くの吸着が
起こり得る。すなわち、液体と電極の表面との接触時間が長いほど、液体中の荷電種の濃
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度を所定の値まで低減するのに必要とされる繰返しの数が少なくなり得る。その後、液体
は参照番号２５を付した方向を示す矢印によって示されるようにセルを出て行く。
【００３９】
　脱塩容器中への組み込みに関連して図２のスタックを説明して来たが、代わりの実施形
態では、スタックはまた脱塩容器を用いなくても使用できる。例えば、図３に示されてい
るように、セルを含むスタックは、脱塩容器を使用しないで支持プレート間に挟んでもよ
い。支持プレートに機械的力をかけることによって、スタックを互いに保持することがで
きる。既に述べたように、各々のセルは絶縁スペーサによって離隔された電極を含んでい
る。さらに、集電器は第１及び第２の電極に連結されている。図３の実施形態に係ると、
入口と出口は支持プレート内の開口と並んでおり、図２に関連して記載したように液体が
スタックを通って流れることができる。
【００４０】
　比較例として、従来のＳＣＤシステムを、充電工程と放電工程で交互に作動させる。こ
の従来のシステムにおいて、充電及び放電工程での供給水は同じ水源から供給される。充
電作動モードの間、供給水をＳＣＤシステムに供給して、塩又はその他の不純物をその供
給流から除去する。従って、充電作動モード中のＳＣＤシステムの産物（すなわち、「希
釈流」）は供給流より塩分が少ない。ＳＣＤセルから塩又はその他の不純物が取り除かれ
る放電作動モードの間、塩及び不純物はＳＣＤセルから入ってくる供給流中に解放され、
従って、放電作動モード中の産物（例えば、「濃縮流」）は供給流より塩分が多い。この
濃縮流は供給流より塩分が多いので、廃棄すべき廃水と考えられ得る。
【００４１】
　本発明の実施形態は上記比較例と対照的に作動する。明確な作動モードを有するゼロ液
体放出（ＺＬＤ）ＳＣＤシステムが提供される。開示されているＺＬＤ－ＳＣＤの原理を
図４と５に関して説明する。本発明の実施形態に係ると、放電工程中飽和又は過飽和水が
スーパーキャパシタ脱塩装置に供給されるが、充電工程中は通常の供給水をスーパーキャ
パシタ脱塩装置中に供給する。この水は、この塩の他に、飽和又は過飽和であってもよい
他の塩を含有していてもいなくてもよい。この塩に加えて、水は、飽和又は過飽和であっ
てもよい他の塩を含有していてもいなくてもよい。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、飽和又は過飽和水（濃縮流）を連続的に循環させ、放電工程に
再使用する。従って、濃縮流の過飽和度は放電が続くにつれて絶えず増大する。結果とし
て、飽和度は、沈殿が起こり始めるまで増大する。放電工程における沈殿速度が充電工程
での塩除去速度に等しいと、濃縮流の過飽和度はさらに増大することがなくなり、平衡が
確立される。有利なことに、記載されているシステムによると、排出水の容積はサイクル
の数と共に増大することがなく、従って、システムの液体排出はゼロ又はほぼゼロである
。このＺＬＤ－ＳＣＤシステムは有利なことに液体廃棄物の量を低減又は削除することに
より、典型的な水処理システムより優れた利点を与える。
【００４３】
　図４を簡単に参照すると、代表的なＳＣＤセル１６が充電作動モードで示されている。
既に記載したように、ＳＣＤセル１６は通例電極２４と２６を含んでいる。これらの電極
２４と２６は電源（図示せず）と電気的に連結されており、反対に荷電している。電源は
、エネルギー回収変換器として働くことができるか、又はエネルギー変換器と作動結合し
ていることができる。従って、充電作動モード中、セル１６はエネルギーを貯蔵する。図
示した実施形態では、電極２４は電源の負端子に連結されており、負極として機能する。
同様に、電極２６は電源の正の端子に連結されており、正極として機能する。図２に関連
して既に記載し説明したように、反対に荷電した電極間に絶縁スペーサが配置されていて
もよい。充電作動モード中、荷電種を有する供給流３４がＳＣＤセル中に供給される。供
給流３４が電極間を通過すると、供給液体流からの荷電種又はイオンが電極に蓄積される
。図示のように、陽イオン３６は負極の方に移動し、陰イオン３８は正極の方に移動する
。セル内部でのこの電荷蓄積の結果として、セルから出て来る希釈流４０（産出液体）は
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、セル中への供給液体流と比較してより低い濃度の荷電種を有している。
【００４４】
　上で述べたように、幾つかの実施形態では、希釈流を別の類似のセルに供給するか又は
供給流として同じセルに戻して供給することによって、再度脱イオン化に供してもよい。
幾つかの実施形態では、既に記載したように複数のかかるセルを１つのスタック内に使用
してもよい。また、システムは幾つかのスタックを含んでいてもよい。この場合、希釈流
はさらに処理するために逆浸透ユニット（図示せず）のような別の型の脱塩装置に供給す
ることができる。
【００４５】
　図４に関連して記載され説明されているように、ＳＣＤセルの充電中、供給流に由来す
る荷電種（陰イオン及び陽イオン）は対応する反対に荷電した電極の表面上に蓄積される
。電極上への荷電種の蓄積は、そのセルを放電させるまで、飽和度限界に達するまで、又
はそのイオン層の抵抗が電極の電位とほぼ同じになるまで続く。
【００４６】
　図５に、放電作動モード中のセルを示す。放電作動モード中、セルは充電作動モード中
に捕獲した貯蔵エネルギーを放出する。荷電種は電極表面から脱着する。そして、充電及
び放電作動モード中に同じ供給流を使用するのではなく、放電作動モード中は異なる供給
流を異なる供給源からセル内に供給することにより、排除されなければならない液体排出
の量を低減することができる。具体的には、飽和供給流４２を放電作動モード中セルに供
給する。すなわち、図示した実施形態では、セルの放電作動モードで、陽イオンと陰イオ
ンは電極表面から脱着し、飽和供給流と共にセルから排出されることにより、その後各々
の放電作動モードに再循環させ繰返し再生することができる排出流４４を生成する。放電
作動モード中、スーパーキャパシタ脱塩セルから出て来る液体（排出流４４）は、スーパ
ーキャパシタ脱塩セルに供給される飽和供給流４２と比較してイオン濃度が高い。排出流
４４は飽和供給流より飽和している可能性があり、過飽和し得る。
【００４７】
　上で述べたように、スーパーキャパシタ脱塩の作動モードが充電作動モードから放電作
動モードに移行するとき、このシステムにおいて、電池が十分に充電された作動モードか
ら放電された作動モードに移るときのエネルギー放出と類似のエネルギー放出がある。幾
つかの実施形態では、このエネルギーを使用するために取得するのが望ましいことがある
。この脱塩システムは変換器（図示せず）のようなエネルギー回収装置を含んでいてもよ
い。従って、セルはまた、エネルギー回収装置と連通していてもよい。
【００４８】
　充電作動モードにおいて、変換器は電池（図示せず）のような電源から、又は配電網か
らの供給電力をセルに導く。逆に、放電作動モードにおいて、変換器はセルにより放出さ
れる電気エネルギーを向け直す(re-direct)か又は回収する。この向け直されたか又は回
収されたエネルギーは少なくとも部分的に電池のようなエネルギー貯蔵装置に、又はグリ
ッドに移すことができる。例えば、このセルから回収されたエネルギーは後の段階でセル
、セルのスタックとは異なるセルを充電しながら、又は異なるスタックのセルにより使用
することができる。このエネルギー回収変換器は、変換器を通るエネルギーの流れに２つ
の方向があることから、二方向性変換器ということができる。例えば、エネルギーはスタ
ックからグリッド若しくはバス(bus)へ、又はグリッド若しくはバスからスタックへ流れ
ることができる。幾つかの実施形態では、変換器は放電作動モードにおいて放電するセル
のエネルギーをＤＣ形態で回収し、後にそれをＤＣ形態でセルに移してそのセルを充電し
て、それを放電状態から充電状態に変換することができる。
【００４９】
　再び図５を参照して、飽和供給流は再生槽４６のような再生源からセルに供給し得る。
図示のように、放電作動モード中、再生槽はフィードバックループを画成することができ
る。このフィードバックループは飽和供給流をセルに提供すると共にセルからの排出流を
受け入れることができる。各放電工程中同じ流れがセルを通って再循環するので、供給流



(15) JP 2010-517746 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

と排出流は放電工程が続くにつれて次第に飽和するようになる。最終的に、本明細書中で
は「再生水」又は「再生液体」ともいう再循環液体は、沈殿が起こり始め、固体の沈殿４
８が形成され始めるくらいに飽和する。この沈殿は再生槽内に残るように濾過することが
できる。沈殿は、セルが放電していないとき再生槽から除去することができる。例えば、
沈殿を除去するために、システムは結晶分離ユニットも含み得る。適切な分離ユニットと
して、遠心分離機、濾過膜、ブリードオフバルブ、スキマー、濾過ユニット、又は蒸発ユ
ニットが挙げられる。この固体又は半固体のスラリーを除去する方法により、開示された
システムにおける液体廃棄物はゼロ又はほぼゼロになり得る。放電工程における沈殿速度
が充電工程における塩除去速度と等しいと、濃縮流の過飽和度が増大することはなく、平
衡が確立され得る。記載されているシステムによると、排出水の容積はサイクルの数と共
に増大することがないようであり、従って、システムの液体排出はゼロ又はほぼゼロであ
る。排出再生槽内で沈殿が起こるとき、ＳＣＤシステムで用いるセルは晶析装置又は晶析
装置として機能する容器と組み合わせて作動させて、過飽和に起因する結晶化を促進する
ことができ、これについては以下でさらに記載する。
【００５０】
　記載されているシステムは放電サイクル中同じ再生水を無限に使用して作動させること
ができ、その結果液体廃棄物を廃棄する必要がない。しかし、流れが再生水（放電作動モ
ード）から通常の供給水（充電作動モード）に変わると、放電作動モード中にＳＣＤセル
内に保持された再生水の幾らかは充電作動モード中供給流中に混入し得る。この作用は脱
塩に対して悪影響を及ぼし得る。この有害な「混合作用」の大きさは、再生水と供給流と
の濃度差、並びにセル内に保持された再生水の容積に依存する。例えば、供給流がやや溶
け難い塩を含有する場合、再生水中に溶解した塩の濃度は連続的な沈殿のために高くなら
ないであろう（約０．１～約１００００ｐｐｍの範囲）。この場合、再生水の可能な再使
用時間には限界がない可能性がある。しかしながら、供給流が溶け易い塩、例えば塩化ナ
トリウムを含有していると、再生水中に溶解した塩の濃度が非常に高くなる可能性があり
（約２００００～約２０００００ｐｐｍの範囲）、脱塩プロセスに対する混合作用の不利
益は相当なものになり得る。この場合、再生水をサイクル毎に連続的に再使用すると、再
生水の濃度は、混合作用の不利益が充電工程における脱塩能力と等しくなる点まで増大し
得、そうなるとその後の充電サイクルにおける正味の脱塩能力が低減するか又は失われる
。
【００５１】
　混合作用の不利益を排除又は低減するために、幾つかのアプローチを採用し得る。１つ
のアプローチは、スーパーキャパシタ脱塩装置から出る流れを変える前の一定の時間間隔
（例えば、１０～３０秒）にスーパーキャパシタ脱塩装置中に入る液体の流れを変えるよ
うに段階的又は連続的な流れのシフトを使用することである。このアプローチは、放電工
程の終わりにセル内に保持された再生水の一部分が再生槽に押し出されるようにすること
ができ、これにより混合作用に伴う不利益を低減する。混合作用を低減するための別のア
プローチは、充電作動モード中スーパーキャパシタ脱塩装置に供給流を再導入する前に、
空気その他のガスをポンプでスーパーキャパシタ脱塩装置中に供給し、保持された水を可
能な限り押し出すことである。このアプローチでも、混合作用に伴う不利益を低減するこ
とができる。さらに別のアプローチは、供給水のフラッシングを使用することである。例
えば、放電工程の終了時、スーパーキャパシタ脱塩装置の出口をシフトさせて、充電作動
モード中の液体産物の出力をその意図された標的（例えば、脱塩された／使用可能な水の
貯蔵のための希釈槽）に託す前に、幾らかの量の供給流を使用してスーパーキャパシタ脱
塩装置を洗い流すことができる。スーパーキャパシタ脱塩装置を洗い流すのに使用した水
は代わりに再生槽又は別の容器に導いてもよい。このアプローチを利用すると、放電中に
使用する再生水の一定の容積を維持するために幾らかの再生水を再生槽から除去する必要
がある可能性がある。このサイクル間のフラッシングアプローチのトレードオフは幾らか
の水回収の損失が起こり得ることであろう。さらに、これらのアプローチを任意に組み合
わせて使用してもよい。例えば、幾らかの供給水によるフラッシングに続いて空気－フラ
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ッシング工程を利用することができよう。
【００５２】
　開示されたシステムの別の１つの考慮すべき問題は「スケーリング」である。再生液体
（例えば、飽和供給流及び排出流）に溶解した高濃度の塩又は溶質はスケーリングポテン
シャルを増大し得る。一実施形態では、スーパーキャパシタ脱塩装置は交互に充電及び放
電され、そしてスーパーキャパシタ脱塩装置（従って個々のセル）は通常の供給流と高濃
度飽和供給流の両方に交互に暴露される。作動中常に濃縮スペーサを通って濃縮流が流れ
るＲＯシステムと比較して、飽和供給流に対するスーパーキャパシタ脱塩装置の低減した
断続的な暴露は、ＲＯシステムにおけるスケーリングポテンシャルと比較してスケーリン
グポテンシャルが低減する。
【００５３】
　記載されているＳＣＤシステムは、ＥＤＲシステムと比較しても低減したスケーリング
を提供し得る。ＳＣＤ脱塩プロセスと同様に、ＥＤＲチャンバも希釈液と濃縮液に交互に
暴露される。しかし、ＥＤＲシステムにおけるスケーリングの主要な原因の１つが、希釈
チャンバでの分極に起因する局所的なｐＨ変化であり、その結果ＯＨ－が陰イオン膜を通
って濃縮チャンバに移行し、そこでは陰イオンと陽イオンの両方の濃度が非常に高く、一
定の条件で最初に沈殿が起こるという事実であることは周知である。明らかに、ＳＣＤプ
ロセスにおいては、放電工程中分極もなく、局所的なｐＨ変化も起こらず、従ってスケー
リングの危険性が低下する。
【００５４】
　スーパーキャパシタ脱塩装置は、互いに交互に存在する希釈槽と濃縮槽を有し得る。希
釈水の濃度はＥＤＲシステムにおける作動中の作動電流を制限する。これと対照的に、ス
ーパーキャパシタ脱塩装置においては、希釈水の濃度は充電工程中の作動電流のみを制限
する。この特徴により、スーパーキャパシタ脱塩装置の作動はＥＤＲシステムより比較的
柔軟性が高くなる。例えば、スーパーキャパシタ脱塩装置では充電工程中、より低い作動
電流をより長い充電時間使用して分極を避けることができるが、より短い放電工程中はよ
り高い作動電流を使用する。この関係は１つのサイクル中同じ出力を維持しながら使用で
き、そのためより少ない分極と高濃度の液体へのより少ない暴露時間によってスケーリン
グの危険性が低減し得る。
【００５５】
　ここで図６を参照すると、本発明の代表的な実施形態に係るＳＣＤシステム５０のブロ
ック図が示されている。上記のように、このＳＣＤシステム５０は、積み重ねた構成で配
置された１以上のＳＣＤセルを含むＳＣＤユニット５２を含んでいる。充電作動モード中
、供給流５４が、バルブ５８を介してＳＣＤユニット５２の入口５６に導かれる。上記の
ように、供給流５４は脱イオン化のためにＳＣＤユニット５２を通過する。脱イオン化さ
れた希釈流６０はＳＣＤユニット５２の出口６２を介してバルブ６４を通って意図された
標的に導かれる。例えば、希釈流６０は使用のために希釈槽（図示せず）に導いてもよい
。代わりに、希釈流はさらに加工処理するために供給流として再度ＳＣＤシステム中に供
給してもよいし、また希釈流はさらに加工処理するためにＲＯシステムのような異なる脱
塩システムに導いてもよい。上記のように、希釈流は供給流より塩分が少ない。
【００５６】
　放電作動モード中は、飽和供給流６６がＳＣＤユニット５２の入口５６に供給される。
この飽和供給流６６はバルブ７０及びバルブ５８を介して再生槽６８により提供される。
上述したように、再生槽６８は放電作動モード中に使用される飽和又は過飽和液体を含ん
でいる。飽和供給流６６はＳＣＤユニット５２を通って出口６２に導かれ、ここでバルブ
６４を介して排出流７２として再生槽６８に戻される。上記のように、排出流は飽和供給
流より塩分が多い。放電工程における沈殿速度が充電工程での塩除去速度と等しいと、再
生槽とＳＣＤユニットとを循環する濃縮流の過飽和度はそれ以上増大することがなく、平
衡が確立される。排出水の容積はサイクルの数と共に増大する必要はないので、システム
の液体排出はゼロ又はほぼゼロであってもよい。いずれにしても、大部分の廃棄物は再生
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槽内の廃棄物出口７４を介して除去することができる固体廃棄物である。
【００５７】
　上記システムは殆どの用途において充分であるが、このシステムは場合により１００％
の水回収率を与えるために蒸発器７８及び／又は晶析装置８０を含んでいてもよい。図６
に示したように蒸発器７８と晶析装置８０の両方を使用してもよいし、又は一方のみを使
用してもよいし、又は両方を単一の蒸発及び熱的結晶化システムに組み合わせてもよい。
例示した実施形態に従って、各放電サイクルの終了時、一定量の供給流をバルブを介して
ＳＣＤユニット中に供給する。出力流は出口を通り、バルブを介して再生槽中に導かれる
。再生槽内の一定の容積を維持するために、再生槽内の対応する量の液体をバルブ及び流
路を介して蒸発器中に供給してもよい。この液体は蒸発器内での蒸発後極めて高度に濃縮
されている可能性があり（例えば、１０～３０重量％）、その後これを流路を介して晶析
装置に供給することができる。晶析装置は、例えば乾燥機のような熱的晶析装置である。
この晶析装置は、慣用の手段により廃棄することができる固体廃棄物８４を生成する。
【００５８】
　各々のバルブ５８、６４及び７０の制御は、システムによって液体の流れを制御すると
いうそのシステムの適正な機能を与えるように、前もって設定し得、及び／又は外部コン
トローラ（図示せず）により制御し得る。さらに、別の実施形態では、ＳＣＤユニットに
複数の入口と出口を設けて、ＳＣＤユニット中に流入する液体の各々の供給源がそれぞれ
の入口経路を有し、かつＳＣＤユニットから流出する液体の各々の目的の場所がそれぞれ
の出口経路を有するようにすることができる。さらに、説明しなかったが、ポンプのよう
な他の機構を使用して、ＳＣＤユニットを通して、又はシステムの他の構成要素へ／から
水を引き出すことができる。
【実施例】
【００５９】
　以下の実施例は本発明を実施する際の補足的な指針を当業者に提供するために挙げるも
のであり、従って、これらの実施例は特許請求の範囲に定義される本発明を限定するもの
ではない。
【００６０】
　実施例１
　図７に示すような試験システム８６を使用する。このシステム８６はＳＣＤユニット８
８、希釈槽９０及び再生槽９２を含んでいる。希釈槽９０は、充電作動モードの間供給液
体流をＳＣＤユニット８８に提供するために使用する。ポンプ９４を使用して、充電作動
モードの間供給液体をポンプでＳＣＤユニット８８に供給する。再生槽９２を使用して、
放電作動モードの間供給液体流をＳＣＤユニット８８に提供する。ポンプ９６を使用して
、放電作動モードの間ＳＣＤユニット８８を通して供給液体をポンプで供給する。
【００６１】
　ＣａＳＯ４水を用いて第１の実験を行う。ＣａＳＯ４はその沈殿がより高い回収率で作
動する膜プロセス（例えば、ＲＯシステム）に対して主要な障害となる最も注目に値する
無機塩と考えられるので、ほぼ飽和ＣａＳＯ４溶液（２０２５ｐｐｍ、９６．３％飽和度
）を充電作動モード（供給流）と放電作動モード（飽和供給流）の両方に使用する。充填
する水の容積は２０００ｍｌであり、再生水の容積は２５０ｍｌである。このプロセスは
バッチモードで行う（すなわち、充填水と再生水の両方を約１００ｍｌ／ｍｉｎの流量と
して連続サイクルで循環させ再使用する）。
【００６２】
　単一のセルを有するＳＣＤユニット（８８）を用いて実験を行う。有効面積１６ｃｍ×
３２ｃｍの電極は、活性物質及び集電器がそれぞれ活性炭及びチタンメッシュからなって
いた。厚さ０．９５ｍｍのプラスチックメッシュスペーサを２つの電極間に配置する。対
イオンをブロックし、電流効率を増大させるために、陰イオン交換膜及び陽イオン膜を電
極間及びスペーサの両面上に配置する。電気化学機器、ここでは電池試験システムを、陰
イオン膜面を正極、陽イオン膜面を負極として、セルの２つの電極に接続する。適切な電
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池試験システムはＫｉｎｇｎｕｏ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｃ、Ｉｎｃ．（Ｗｕｈａｎ、Ｃｈ
ｉｎａ）から市販されている。
【００６３】
　実験の流れ図である図７に示されているように、４つのボールバルブ９８、１００、１
０２及び１０４がＳＣＤユニット８８の入口と出口に設置されて、ＳＣＤユニット８８に
出入する流れを制御する。ニードルバルブ１０６及び１０８も使用して、システム８６を
通る液体の流れをさらに正確に制御する。充電と放電のタイミングは電気化学機器により
制御する。記載されている実験において、各々のサイクルには、１０分間の一定電流（６
００ｍＡ）の充電工程とそれに続く１分の休止工程が含まれていた。１分の休止工程の後
、そのサイクルでは１０分の一定電流（－６００ｍＡ）の放電工程とその後のもう一つの
１分の休止工程が続いた。その後このサイクルを繰り返す。
【００６４】
　充電工程では、ボールバルブ９８とボールバルブ１０２を開き、ボールバルブ１００と
ボールバルブ１０４を閉じることによって、希釈槽９０内の充填水をＳＣＤユニット８８
に通して循環させる。放電工程では、ボールバルブ９８、１００、１０２及び１０４の開
放／閉鎖状態を逆転させることで、ボールバルブ９８と１０２を閉じ、ボールバルブ１０
０と１０４を開いて、再生槽９２内の再生水をＳＣＤユニット８８に通して循環させる。
充電工程と放電工程との間流れを変える際の充填水と再生水の望まない混合を最小限にす
るために、各々の休止工程において空気をポンプでＳＣＤユニット８８に送って、先の工
程からのセル内に保持された水を最小限にする。上記のように、各々のサイクルには約２
２分かかった（１０分の充電工程、１０分の放電工程及び２回の１分の休止工程）。３０
より多くのサイクルを連続的に実施し、充填水の脱塩及び再生水の導電率の上昇、並びに
結晶化及び混合作用を検討する。
【００６５】
　ここに記載した実験中、各々の充電工程の終了時に充填水の導電率をモニターする。図
８に、３０サイクルの間の充填水中の濃度変化を示す。結果の塩濃度は百万部当たりの部
（ｐｐｍ）の単位で軸１１０に沿って、一方サイクルは軸１１２に沿って示す。塩濃度追
跡曲線１１４に示されているように、充填水の濃度は各サイクルと共に低下し、その結果
濃度は２０００ｐｐｍから３０サイクル後に約５００ｐｐｍに低下した。また軸１１６に
沿って示されているように、各サイクルにおけるグラム（ｇ）単位の正味の塩除去も追跡
する。最良適合の塩除去曲線１１８に示されているように、各サイクルで除去される塩の
量は、殊に後半の実験では比較的狭い範囲（約０．０７～０．１６ｇ）に分布している。
このように、ＳＣＤユニット８８の塩除去能力は、実施した３０サイクルにわたって悪化
を示さなかった。
【００６６】
　３０サイクルの間の再生水の導電率の変化を図９に示す。このグラフは、軸１２４に示
されている各サイクルにおける、測定された導電率（ｍＳ／ｃｍ）を軸１２０に、計算さ
れた飽和度パーセントを軸１２２に示している。明らかに、導電率は水中に溶解した塩の
量の尺度であり、再生水の過飽和の割合はこれから計算することができる。導電率プロッ
ト１２６に示されているように、再生水の導電率は最初の数サイクルで急速に増大したが
、再生水の過飽和レベルは飽和度プロット１２８に示されているように比較的低い。しか
し、過飽和レベルが増大すると、より高い過飽和における塩の沈殿速度が増大する一方各
放電工程で同じ量の溶解した塩が濃縮流に解放されるために、導電率の増大する速度は低
下する。
【００６７】
　図９に示されているように、１０回目のサイクルと３０回目のサイクルの終了時に放電
工程の導電率に２つの急激な低下が認められるが、これは実験中の２つの長い休止工程を
表している（それぞれ、一晩の約１２時間と週末の６４時間）。図に示されているように
、この長い休止期間中にかなりの量の塩が結晶化して過飽和水から析出し、その結果溶解
した塩の濃度が低下した。この結晶化については、以下でより詳細に述べる。しかし、短
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い期間例えば充電工程時間の間でも、再生水が休止すると再生水の導電率がゆっくり低下
するということは注目に値する。１つの実施例において、再生水の導電率は８分の静止後
７．６９ｍＳ／ｃｍから７．６７ｍＳ／ｃｍに低下した。これは、充電、放電及び休止工
程を含めて全ての時間に沈殿が起きていることを示している。
【００６８】
　上述したように、再生水の過飽和度はサイクルの数が増大するにつれて増大した。１０
回目のサイクルの終了時、再生槽９２の底部に幾らかの粒子が観察される。２時間の休止
後、再生槽９２の底部の沈殿は大幅に増大した。１２時間（一晩）の休止後、沈殿の量は
さらに増大し、一方再生水の導電率は低下した。走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）の結果を用
いて沈殿の容積を分析する。Ｘ線回折法によって分析したところ、この沈殿はＣａＳＯ４

であることが確かめられた。
【００６９】
　認められる別の興味深い現象は、再生槽９２を構築するのに使用される材料が結晶化プ
ロセスに対してある作用を有するらしいということである。２つの円筒状カラムで再生槽
９２を画成し、実験において再生水を保持する。第１のカラムは２５０ｍｌのガラスシリ
ンダーであり、これを上述の３０サイクルの試験に使用する。３０サイクル後、再生水を
ポリマー材料（ＰＭＭＡ）で作成した別のカラムに移す。同じ再生水を用いてさらに１０
サイクルポリマーカラムに循環させる。図１０に、一連のサイクルの間のガラスカラム中
の再生水の導電率の変化をポリマーカラムと比較するグラフを示す。導電率（ｍＳ／ｃｍ
）はｙ軸１３２に沿って示されており、サイクルの数はｘ軸１３４に沿って示されている
。図示のように、ポリマーカラム中の再生水の導電率は、ガラスカラムと比べてより急速
に増大する。これは、導電率プロット１３０（ガラス）と比較した導電率プロット１３６
（有機物ガラス）により示されている。結晶化はポリマーカラムでは困難なようであり、
この種類の材料を再生槽の構築に使用するとシステムの効率に影響を及ぼし得る。ガラス
表面はポリマー表面より極性が高い可能性があり、これは無機塩の核生成にとって都合が
よい。
【００７０】
　再生槽９２及び配管内には異なる材料を使用する。一実施形態では、再生槽９２は第１
及び第２の端部を有する細長いものとすることができ、各々の端部は異なる材料で構築す
ることができる。使用中、第１の端部は第２の端部より上又は頂部にあることができ、第
２の端部は下又は底部にある。第１の種類の材料を再生槽９２の第１の端部に使用する。
別の種類の材料を再生槽９２の第２の端部に使用する。
【００７１】
　再生水槽の結晶化ゾーンは再生槽の低い方の領域であり、ここでは結晶化粒子が集まり
沈む。適切な構築材料として、例えば、構造体として、又は再生水槽の内面を覆うコーテ
ィングとしての無機組成物が挙げられる。適切な構築材料として、セラミック、金属及び
ガラスが挙げられる。ポリマー材料は容器の清澄化ゾーンの材料として使用することがで
きよう。このゾーンでは清澄な飽和又は過飽和水がＳＣＤユニットに供給される。適切な
ポリマー材料はエンジニアリングプラスチックであってもよい。コーティング又はライナ
ーを使用すると、単一の材料を用いて再生水槽を構築し、別の材料で内面を後処理するこ
とが可能になるであろう。
【００７２】
　実施例２
　図に示されているように、再生水の過飽和度は約６００％にも高くなることができる（
図９参照）。ＳＣＤプロセスは再生水の過飽和に対して良好な許容度を示すが、より低い
飽和レベルが有益であり得、混合の不利益がより低くスケーリングの危険性がより少なく
なり得る。これを立証するために、再生槽に砂を入れる。再生カラム内の砂の高さは約２
５ｃｍである。この砂は篩にかけて粒度を約１ｍｍ～約３ｍｍの範囲にする。篩にかけた
砂をカラムに入れる前に脱イオン水で数回洗浄する。放電工程中、排出水はカラムの底部
からポンプで汲み出し、ＳＣＤユニットの入口にポンプで供給する。ＳＣＤユニットの出
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口からの再生流は再生槽の頂部に戻す。
【００７３】
　図１１に、充電サイクルからの希釈流１４４と放電サイクル中の濃縮流１４６との両方
の導電率（ｙ軸１４０）対サイクル（ｘ軸１４２）のプロファイルを示す。図１１は、希
釈流１４４の導電率がサイクル中に低下することを示しているが、サイクル２０の終了時
の急上昇は例外であり、ここでは元の供給水を別の新しい槽と交換している。濃縮流１４
６の導電率は、最初の幾つかのサイクルで比較的急激な増大を示すが、その後のサイクル
の間は一定になる傾向がある。２つの低下（サイクル１０とサイクル１６は長い休止工程
のためである。第１の低下は４５分の休止工程のため、第２の低下は１２時間の休止工程
のためである。これらの傾向は砂の床がない実験で観察され得る傾向と非常によく似てい
る。沈殿は再生カラム内の砂の床の頂部で観察され得る。
【００７４】
　再生カラム内の砂ありと砂なしで再生水の過飽和度を比較すると、図１２に示されてい
るように、その差は顕著である。図１２は、再生槽内に砂がある場合とない場合の濃縮流
の導電率（ｙ軸１４８）対サイクル（ｘ軸１５０）を示している。両方の場合に再生水の
導電率はサイクル数の増大と共に一定になる傾向があるが、再生水の絶対過飽和度はこれ
らの２つの場合（砂ありと砂なし）で異なる。具体的には、プロット１５４で示されるよ
うに再生槽内に砂が存在すると、プロット１５２で示されている再生槽内に砂を入れない
ときよりずっと低い平衡導電率が観察され得る。この現象の機構は、砂が多くの種晶部位
(seeding site)を与えるということかもしれない。種晶部位は再生水中の沈殿を促進する
。砂の床の別の機能は、再生水のための濾過層として働くということである。高い過飽和
度のために再生水内には多くの小さい結晶が懸濁している可能性があり、この再生水は放
電工程中ＳＣＤユニットに入る前に砂によって濾過される。砂の床の他に、他の結晶化増
強技術として、強制沈殿、種子結晶増大、磁場増強、化学的沈殿、ｐＨ制御、抗スケール
剤(anti-scalant)制御などが挙げられる。
【００７５】
　実施例３
　上記実験（実施例１及び２）はＣａＳＯ４水を用いて行われる。実施例３では、Ｌｏｓ
　Ａｎｇｅｌｅｓ水道水の２倍の濃度の合成水を作成し、試験する。この合成水の組成を
表１に示す。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　実施例３で使用する水は硬く、例えば５０％の水回収率でＬＡ水を処理するＲＯプラン
トでは濃縮とみなされ得る。実験の前に、自動スイッチのためのソレノイドバルブを有す
る自動化試験システムを作る。実験の間、充填水と再生水の容積はそれぞれ４５００ミリ
リットル（ｍｌ）と２００ｍｌである。試験結果は、供給水及び再生水に関する導電率プ
ロファイルの点で、先に記載された実験の結果と同様である。小さい沈殿粒子が砂の床に
観察され得る。違いは、再生水の導電率が約１６ｍＳ／ｃｍにまで増大し続けるのに対し
、硫酸カルシウム水を用いた実験では約１０ｍＳ／ｃｍ未満で一定になることである。こ
の作用は、塩化ナトリウムのような溶け易い塩の存在に起因し得る。時に、溶け易い塩の
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存在は混合作用のためにこのプロセスにとってあまり望ましくないことがあり、これはサ
イクル中徐々に低下する脱塩能力を示す。
【００７８】
　図１３を参照して、脱塩システム１６０は第１のサブシステム１６２と第２のサブシス
テム１６４を含んでいる。これらのサブシステムは各々が水処理システムであってもよい
。第１のサブシステム１６２は逆浸透システムであってもよく、第２のサブシステムはス
ーパーキャパシタ脱塩システムであってもよい。一実施形態では、第２のサブシステムは
ＺＬＤ－ＳＣＤシステムでよい。さらに、第１のサブシステムは処理プラント内に位置し
ていてもよく、第２のサブシステムは処理プラントから離れて位置していてもよい。
【００７９】
　第１のサブシステムは脱塩又は処理しようとする供給流１６６（流入）を受け入れ、２
つの流れを流出する。第１のサブシステムは、供給流より相対的に低い溶解又は懸濁した
固体を有する第１の希釈流１６８を生成する。この希釈流は、例えば人の消費用に使用す
ることができる。第１のサブシステムは、供給流より相対的に多くの溶解又は懸濁した固
体を有する（塩分が多い）第２の濃縮流１７０を生成する。この濃縮流は出力流又は廃水
といわれる。第１のサブシステム１６２が処理プラントであり、第２のサブシステム１６
４が離れて位置すると、第２のサブシステムは、他の場合には処理プラントからの廃水（
廃棄が必要である）と考えられるものを処理することができる。
【００８０】
　第２のサブシステム１６４は第１のサブシステムから流出する濃縮流を受け入れ、その
濃縮流を脱塩又はその他の意味で処理し得る。第２のサブシステム１６４はＳＣＤ又はＺ
ＬＤ－ＳＣＤシステムを含んでいてもよい。第２のサブシステム１６４は２つの流出流を
生成する。希釈流１７２は濃縮流より溶解又は懸濁した固体の濃度が比較的低い（塩分が
少ない）。この希釈流は、例えば人の消費に利用可能であろう。第２のサブシステムはま
た廃棄流又は排出流１７４も生成する。この排出流は濃縮流より高い塩分を有する濃縮流
のような液体廃棄物であり得る。或いは、ＺＬＤ－ＳＣＤシステムの場合、排出流はスラ
リー、半固体、若しくは固体の廃棄物又は殆ど固体の廃棄物であり得る。例えば、第２の
サブシステムは濃縮流容積の１０％未満の相対容積を有し得る（濃縮流の約９０％が脱塩
されて希釈流に変換される）。また、第２のサブシステムは濃縮流の１％未満の廃棄物で
あり得る（濃縮流の９９％が脱塩され、希釈流に変換される）。希釈流の幾らか又は全て
を、さらに加工処理するためにフィードバック経路１７６を介して第１のサブシステムに
戻してもよい。
【００８１】
　ここで図１４を参照すると、第１のサブシステム１６２と第２のサブシステム１６４を
含む脱塩システム１６０が提供される。図示した実施形態では、第１のサブシステムは第
１のＲＯユニット１７８と第２のＲＯユニット１８０を有するツーパス汽水逆浸透（ＲＯ
）システムを含む。第１及び第２のＲＯユニットは共に脱塩プラントのＲＯシステムを画
成する。第１のＲＯユニット１７８に流入する供給流１６６は２つの流出流、すなわちき
れいな希釈流１６８と濃縮亜流１８２を生成する。希釈流１６８は上水最終消費用途に消
費又は使用することができる。濃縮亜流１８２はさらに脱塩するために第２のＲＯユニッ
ト１８０に流入流として供給することができる。第１のＲＯユニット１７８と同様に、第
２のＲＯユニット１８０は２つの流出流、すなわち、上水用途に消費又は使用され得るき
れいな希釈流（同様に参照番号１６８で示されている）と、濃縮流（同様に参照番号１７
０で示されている）とを生成する。幾つかの処理プラント又は処理システムにおいて、濃
縮流１７０は、さらに処理しなければならない廃水である。
【００８２】
　第１のサブシステムはツーパスＲＯシステムであり得、第２のサブシステム１６４と直
列に組み合わせて処理プラントから濃縮流１７０を受け入れることができる。図示した実
施形態では、第２のサブシステム１６４はゼロ液体排出－スーパーキャパシタ脱塩（ＺＬ
Ｄ－ＳＣＤ）システムを含む。ＺＬＤ－ＳＣＤシステムはＳＣＤユニット１８４及び再生
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と再生ユニットはフィードバック構成で配置されていて、その結果排出流（濃縮又は超濃
縮形態）はＳＣＤユニットが放電作動モードにあるときにＳＣＤユニットと再生槽との間
を循環する。第２のサブシステムは再生槽をもたないＳＣＤユニットを含んでいる。この
代わりの実施形態では、廃棄物１７４は再生槽を使用する場合より相対的に多くの液体を
含んでいてもよい。
【００８３】
　図１４の脱塩システム１６０において、水の回収率はツーパスＲＯシステムのみを組み
込んだシステムの回収率を超えて増大する。例えば、７５％の水回収率を有するツーパス
ＲＯシステムと、９０％の水回収率を有する濃縮管理ＳＣＤユニットとを組み込んだＲＯ
プラントは、システム全体で１－（１－０．７５）×（１－０．９０）＝９７．５％の水
回収率を有する。相対的に増大した水回収率は脱塩プラントの作動に対して有益であり得
る。一実施形態に係ると、ＲＯユニットは脱塩プラント又は別のシステムの一部であり得
、その場合ＲＯユニットの廃水産物（濃縮流１７０）はＳＣＤユニット又はＺＬＤ－ＳＣ
Ｄユニットを含む第２のサブシステムに供給される。従って、第２のサブシステムのＺＬ
Ｄ－ＳＣＤユニットは確立された処理プラントからの廃水を管理するのに使用できる。
【００８４】
　例示した脱塩システムにおいて、ＲＯ濃縮物は部分的に生成水（希釈流）として回収さ
れ、それに応じて供給流１６６の流量を低下することができる。供給流の流量の低下に起
因して、第２のサブシステム１６４で処理される実際の濃縮水（濃縮流１７０）も少なく
なる。資本コストが供給流の流量に比例すると仮定すると、元のツーパスＲＯシステムと
比較して、ＲＯシステムの経済的な利益があり得る。
【００８５】
　図１５に例示した別の実施形態では、第２のサブシステム１６４の希釈流１７２をさら
に脱塩するために第１のサブシステム１６２に供給して戻す。すなわち、希釈流１７２を
上水に使用又は消費するのではなく、その希釈流１７２を第１のサブシステム１６２でさ
らに脱塩処理してもよい。ＳＣＤユニットが充電作動モードにあるときにＳＣＤユニット
から生成した希釈流を第２のＲＯユニット１８０の入力として戻す。この実施形態で、希
釈流をさらに処理することが可能になる。さらに、この実施形態では、第２のサブシステ
ムにおけるきれいな水の貯蔵又は廃棄の必要性が低減する。この作動構成は、第１のサブ
システムが水処理及び上水生産プラントであり、第２のサブシステムが生成し得る上水（
希釈流）を管理しなければならないのではなく濃縮水を処理及び管理する場合に有用であ
り得る。第１のサブシステムでの処理後、第２の希釈流１７２は第１の希釈流１６８と共
にきれいな水として使用し得る。
【００８６】
　本明細書に記載した実施形態は特許請求の範囲に記載の本発明の要素に対応する要素を
有する組成物、構造、システム及び方法の例である。この記載により、当業者は、特許請
求の範囲に記載の本発明の要素に同様に対応する代わりの要素を有する実施形態を実施し
使用することが可能になるであろう。従って、本発明の範囲には、特許請求の範囲の文言
と異ならない組成物、構造、システム及び方法が包含され、さらに特許請求の範囲の文言
と実質的な差のない他の構造、システム及び方法が包含される。本明細書では幾つかの特
徴と実施形態のみを例示し記載したが、当業者には多くの修正及び変更が自明であろう。
特許請求の範囲はかかる修正及び変更の全てを包含する。
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